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大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
二
章

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
一
節

通
則
（
第
三
条
）

目
次
中

を
「
第
二
章

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
（
第
三

第
二
節

学
資
支
給
（
第
四
条
・
第
五
条
）

第
三
節

授
業
料
等
減
免
（
第
六
条
―
第
十
六
条
）
」

条
―
第
十
五
条
）
」
に
、
「
第
十
七
条
・
第
十
八
条
」
を
「
第
十
六
条
・
第
十
七
条
」
に
、
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
八
条
」

に
改
め
る
。

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
多
数
の
子
等
の
教
育
費
を
負
担
し
て
い
る
家
庭
及
び
経
済
的
理
由
に
よ
り
子
等
の
教
育
費
の
負
担
を

求
め
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
な
状
況
に
あ
る
家
庭
に
お
け
る
教
育
費
の
負
担
の
一
部
を
社
会
全
体
で
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り

こ
れ
ら
の
家
庭
に
お
け
る
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
家
庭
の
学
生
等
に
係
る
大
学
等
の
授
業
料
等
（
授
業
料
及
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び
入
学
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
減
免
を
行
い
、
も
っ
て
子
育
て
に
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十
条
」
を
「
次
条
第
一
項
及
び
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
条

第
一
項
」
を
「
次
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
子
等
」
と
は
、
子
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

第
二
章
第
一
節
及
び
第
二
節
、
同
章
第
三
節
の
節
名
並
び
に
第
六
条
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
授
業
料
等
減
免
」
を
「
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
等
の
減
免
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

「
限
る
。
第
十
条
第
一
号
」
を
「
限
る
。
第
八
条
第
一
号
」
に
、
「
い
う
。
第
十
条
第
一
号
」
を
「
い
う
。
同
号
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
中
「
第
十
条
第
一
号
」
を
「
第
八
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
十
条
第
三
号
」
を
「
第
八
条
第
三

号
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
十
条
第
四
号
」
を
「
第
八
条
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
第
一

号
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
二
章
中
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
授
業
料
等
の
減
免
」
を
「
授
業
料
等
減
免
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
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め
る
。確

認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
要
件
（
以
下
「
認
定
事
由
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
し
て
認
定
を
行
っ
た
も
の
（
以
下

「
授
業
料
等
減
免
対
象
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
授
業
料
等
の
減
免
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
学
生
等
が
三
人
以
上
の
子
等
の
生
計
を
維
持
す
る
者
に
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
子
等
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
学
生
等
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
の
収
入
の
状
況
に
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
者
に
授
業
料
等
の
負
担
を
求
め
る
こ

と
が
極
め
て
困
難
な
状
況
に
あ
る
こ
と
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
授
業
料
等
の
減
免
（
以
下
「
授
業
料
等

減
免
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
と
し
て
同
項
の
認
定
（
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
変
更
認
定
を
含
む
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
授
業
料
等
減
免
対
象
者

確
認
大
学
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
政
令
で
定

め
る
額

二

前
項
第
二
号
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
と
し
て
同
項
の
認
定
を
受
け
た
授
業
料
等
減
免
対
象
者

当
該
授
業
料
等
減
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免
対
象
者
及
び
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
の
収
入
の
状
況
並
び
に
確
認
大
学
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
政
令

で
定
め
る
額

第
八
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
認
定
の
手
続
）

第
五
条

前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
学
生
等
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
い
ず
れ
の
認
定

事
由
に
該
当
す
る
者
と
し
て
当
該
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
の
別
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
に
、
当
該
学
生
等
の
学
業
成
績
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
学
業
成
績
関
係
書
類
等
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
認
定
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
学
生

等
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
場
合
に
は
、

学
業
成
績
関
係
書
類
等
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
条
第
一
項
の
認
定
は
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
前
項
の
申
請

書
を
提
出
し
た
学
生
等
が
特
に
優
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と

認
め
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
変
更
認
定
）

第
六
条

授
業
料
等
減
免
対
象
者
は
、
当
該
認
定
を
行
っ
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
か
ら
当
該
認
定
に
係
る
認
定
事
由
と
は
別

の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
と
し
て
授
業
料
等
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
別
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
設
置
者
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
変
更
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
変
更
認
定
に
係
る
認
定
事
由
と
は
別
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
と
し
て
当
該
設
置
者
か
ら
授
業
料
等
減
免
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
変
更
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
本
文

中
「
学
生
等
は
」
と
あ
る
の
は
「
授
業
料
等
減
免
対
象
者
は
」
と
、
「
当
該
学
生
等
の
学
業
成
績
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
書
類
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
学
業
成
績
関
係
書
類
等
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
」
と
、
「
当
該
学
生
等
が
在
学
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
一
項
の
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
学
生
等
が
特
に

優
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
」
と
あ
る
の
は
「
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
第
七
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
十
条
中
「
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
九
条
と
す
る
。
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第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
四
条
第
一
項
又
は
第
六
条
第
一
項
の
」
に
改
め
、
同
条
を

第
十
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
十
四
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第

七
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
六
条
た
だ
し
書
中
「
第
十
条
及
び
第
十
一
条
」
を
「
第
八
条
及
び
第
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
二

章
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
の
配
慮
事
項
）

第
十
五
条

国
は
、
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
理
由

に
よ
り
極
め
て
修
学
が
困
難
な
者
の
修
学
の
機
会
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
と
相
ま
っ
て
大
学
等
の
修
学
に
係
る
諸
費

用
に
対
す
る
総
合
的
な
支
援
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
第
十
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
二
項
」

に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。
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第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を

「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
忌
避
し
た
」
の
下
に
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
第
四
章
中
同
条
を

第
十
八
条
と
す
る
。

附
則
第
四
条
第
一
号
中
「
学
資
支
給
」
を
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

学
資
の
支
給
」
に
、
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
」
を
「
同
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
条
」
を
「
第

八
条
」
に
、
「
第
十
一
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
認
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
次
条
に

お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
認
定
に
係
る
大
学
等
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（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
等
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
引
き
続
き
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
の
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
在
学
に
係
る
授
業

料
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
当
該
者
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
附
則
第
六
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
認
定
事
由
（
同
項
に
規
定
す
る
認

定
事
由
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
者
と
し
て
同
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

（
授
業
料
等
減
免
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
日
前
に
旧
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
の
当
該
認
定
に
係
る
大
学
等
の
入
学
金
及
び
施

行
日
前
の
在
学
に
係
る
授
業
料
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る

こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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（
検
討
）

第
六
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
四
年
を
目
途
と
し
て
、
新
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
四
項
中
「
第
十
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
、
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一

項
」
に
、
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
中
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
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る
。

第
一
条
中
「
学
生
等
」
を
「
学
生
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
の
う
ち
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
三
条
、
第
八
条
第
一
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項

第
二
号
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
中
「
第
三
条
、
第
八
条
第
一
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
一

項
、
第
五
条
、
第
六
条
第
二
項
並
び
に
第
十
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

（
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
二
十
三
号
中
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
を
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援

機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修

学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
の
規
定
に
よ
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
」
を
「
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

授
業
料
等
の
減
免
」
に
改
め
る
。
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理

由

多
数
の
子
等
の
教
育
費
を
負
担
し
て
い
る
家
庭
に
お
け
る
教
育
費
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
当
該
家
庭
の
学
生
等
に
係

る
大
学
等
の
授
業
料
等
の
減
免
制
度
を
創
設
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理

由
で
あ
る
。


